
 

 

2026年 4月 7日 
大会事務局 

公式通知 No.5 
全クラス宛 
 

消火器の確認(封印:マーキング)について 
 

2026年 GPR KARTING SERIES特別規則 第 30条 18. に則り、各ドライバーは全ての競技会において、 
下記条件を備えた消火器を 1本以上備えていなければならない。 
公式車両検査時に消火器の確認(封印︓マーキング)を実施する。 
また、ピット、パドックでの火気厳禁徹底に努めなければならない。 

 
 【携帯用消火器の条件】 
  ・種 類 ︓ ABC粉末タイプ 
  ・大きさ ︓ 4型(内容量 1.2kg)以上 
  ・その他 ︓ 消防法に適応しているメーカーが指定する使用期限内であること 

以上 


